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子の看護休暇･介護休暇が時間単位で取得できるようになります
令和 3 年 1 月 1 日より､育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得ができるよう､育児・介護休業

法施行規則等が改正され､就業規則を改定した上で時間単位の取得ができるようになります。

※改正後は 1 日単位､半日単位だけではなく､1 時間単位で子の看護休暇や介護休暇を取得できるようになります。

※法令で求められるのは､「中抜け」なしの時間単位休暇ですが､労働者がより柔軟に休暇を取得できるように

　「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮頂きたいと厚生労働省のリーフレットにでております。

　「中抜け」とは､就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し､就業時間の途中に再び戻ることを指します。

※子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務である場合は､労使協定を締結することに

　より､時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

※時間単位で利用できる有給の子の看護休暇や介護休暇制度を導入し､休暇を取得した労働者が生じたなど

　要件を満たした会社には､両立支援等助成金が支給されます。

厚生労働省より子の看護休暇や介護休暇の時間単位での取得に関する Q＆A が下記アドレスにて公開されて

います。実務上の取扱いについての Q&A が記載されていますのでご参照ください。 

　　　　https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

例えば､1 日の所定労働時間が 7 時間 30 分の場合､端数の「30 分」はどう扱うかという疑問については､端

数の「30 分」を切り上げて､8 時間分の休暇で「1 日分」とします。
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●半⽇単位での取得が可能

●１⽇の所定労働時間が
　４時間以下の労働者は
　取得できない

●時間単位での
　取得が可能

●すべての労働者が
　取得できる

❶丸 1 日
　休む場合

❷7 時間休む場合

所定労働時間数 7 時間 30 分
●｢1 日｣の介護休暇
　を取得

●残り 4 日取得可能

●｢7 時間｣の介護休暇
　を取得

●残り 4 日＋1 時間
　取得

↑
30 分出勤

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

